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2024 年 4 月 1 日 No. 188（毎月 1 日発行） 

国家安全維持条例の成立について 

1. 国家安全維持条例の成立について 

香港政府は 2024 年 3 月 19 日、香港基本法（憲法に相当）第 23 条に基づく「国家安全維持条

例」が立法会で全会一致により可決され､成立しました｡ 

国家安全維持条例は国家安全維持法の補完となり､2024 年 1 月 30 日に政府保安局が発表した

叩き台文書に記載された 5 つの取り締まり対象（1. 国家への反逆、2. 反乱と扇動、3. 国家機密の不

正入手とスパイ行為、4. 国家の安全に危害を加える破壊などの活動、5. 域外からの干渉と国家の安全

に危害を加える組織）が確立されることになりました｡ 

成立された条例は法案提出時から一部の修正がありました｡「域外勢力」の定義には、対象を広範に解

釈できそうな余地のある「国際組織」が含まれることから、香港の市民や団体、企業の国際交流を萎縮させ

かねないとの指摘があったため、立法会に当初提出した条例案の段階では罪名を単に「域外からの干渉」と

していたのを、可決された条例では「国家の安全に危害を加える域外からの干渉」と修正することで違法行

為の要件を明確にしています。 

条例違反の場合は刑罰が科され､武力を用いた国家への反逆行為や反乱行為､または域外勢力と結

託して国家の安全に危害を加える破壊活動の場合､最高は終身刑で､スパイ活動には最高で禁錮 20 年

が科される可能性があります｡ 

 

2. 法人税及び個人所得税の申告期限について 

香港税務局は 2024 年 3 月 22 日、2023/24 年度の税務申告スケジュールを発表しました。 

 

(1) 法人税 

 申告用紙（BIR51）を 2024 年 4 月 2 日に一斉発行 

 決算日ごとの申告期限は以下の通り 

会社の決算期 税務申告期限 

2023 年 4 月～11 月（Code N） 2024 年 5 月 2 日 

2023 年 12 月（Code D） 2024 年 8 月 15 日 

2024 年 1 月～3 月（Code M） 2024 年 11 月 15 日 

2023 年 1 月～3 月（損失会社の特例） 2025 年 1 月 31 日 

 

(2) 個人所得税 

 申告用紙（BIR60）を 2024 年 5 月 2 日に一斉発行 

 申告期限は 2024 年 6 月 3 日 
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